
特定非営禾I括動法人日本アマチュア演奏家協会定款

第 1章 総則

銘締

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人 日本アマチュア演奏家協会 (以下「この法人」と略します)といい、英

文呼称は Amte肛 血sic Players'Ass∝iation,Ja“n 略称はAPA、 読み方はエイパとします。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事務所を東京都新宿区歌舞伎町二丁目6番 16号 パレドール歌舞伎町第二 201号
に置きます。

2.この法人は、前項のほ力、その他の事務所として関西

'辞

瞬簡究所を大阪府大阪市住吉区大領 4丁目13番 17号

福井秀紀方に置きます。

第 2章 目的吸び事業

(目的)

第3条  この法人は、「アンサンブルを愛好する」すべての人たちのヨコ社会の実現のために必要な事業を行い、以

下の貢献をすることを目的とします。

(1)アマチュア演奏家および愛好家が、いつでも、どこでも、だれとでも、そしていつまでもアンサンブルを楽し

めるような社会的環境づくりに貢献します。

(2) 「聴く」音楽、「する」音楽としての「アンサンプノ均 の啓発普及を図ることで、市民(又は個人個人)の積極

的な芸術。文化・交流活動を支援するという社会的ニーズにこたえます。

(3) 「音楽する」アマチュア演奏家およ崚 の全てを包容する全国ネットワークとして関連組織との連携を図

ることにより、わが国の音楽.文化の振興に貢献します。

(特定非営利活動の秘0
第4条 この法人は 第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行います。

(1)学術、文イヒ 芸術又はスポーツの振興を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)情報化社会の発展を図る活動

(の 国際協力の活動

(5)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営和|1括動に係る事業を行います。

(1)アマチュア演奏家およιttu子家の間でのアンサンプルを盛んにするための事業

①地域毎、ジャンル毎、楽器毎など様々な形でのアンサンブル例会。発表会開催の支援

②会報の発行

(2)アマチュア演奏家同志の連携をはかるとともに、プロフェッショナル演奏家との交流、海外組織との交流など

によるアンサンプルレベルの向上を支援する事業

①年次大会、音楽祭、支部大会、公開コンサート、公開レッスン、講演会などのイベントの開催

②国内。海外組織との協力・交流事業

C関連する出版物の発行

(3)アウトリーチプログラム事業

(の アマチュア演奏家および愛好家間のネットワークの拡大充実のための事業

①会員名簿またはこれに代わる会員情報検索システムの提供

②ホームページやSNSによる、始 の活動や会員の活動をサポートする情報提供

(5)アマチュア演奏家に利用し易く■つ安価な合奏室を提供する事業



第 3章 会員

(種舅,'D

第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利膳勁促進法 (以下「法」という。)上の社員と

しま゙り二。                                                     …

(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会する個人で、■つ入会時またはその後に、総会において社員として

の権禾|」 と義務の行使を希望する方                                     ・｀

(2)登録会員 この法人の目的に賛同して入会する個人及び団体

(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会する個人及錮 体                 ″ヽ

(4)特男I陰員 この法人の活動に指導と助言をお願いするプロフェッショナノンか個人及び団体

(入会)

第 7条 アンサンブルを愛好し、会の目的に賛同される方はどなたでも、正会員または機 員として入会できます。.

2.正会員または登録会員として入会しようとする方は、理事会が細則て場11に定める入会申込書 (会員間でのアンサ

ンブル成立に必要な演奏技量についての自己申告、および会員間のネットワークの維持に必要な個人情報を含む)に…
より、理事長に申し込むものとし、理事民lム 正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
3.理事長は、前項の方の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなけ

ればなりません。                                     
´̀`

ひ会金。年会費・寄付)                     …

第8条  会員は、理事会が細則で別に定める入会金の他、年会費または相当額の寄付によつてこの法人の財政を支

えることとします1。                                              ・‐

2.会員は1項の年会費納入または寄付に加えて、この法人の目的を果たすための活動と、その運営に協力すること

としまり1。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その資格を喪失します。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して3年以上年会費を滞納したとき。

(0 除名されたとき。

(5)その他、理事会力場りに細県」で定める事由に該当したとき。

(退会)

第 10条 会員は、理事長力拐りに定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができます。

C臨 )

第 11条 会員が次の各号の一に該当するに至つたときlよ 総会 (または理事会)の議決により、これを除名するこど
ができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(1助 1膠とび定姿0
第12条 この法人には次の役員を置きます。

(1)理事 3名以上40名以内

(2〉 監事 1名以上 5名以内

2.理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長とします。



(選任等)

第 13条 理事及び監事は、総会において選任するが、任期の途中で退任(退会)者が出た場合、及び新たな理事を置く
必要が生じた場合|よ 理事会で選任できます。

2.理事長及び副理事長lま 理事の互選とします。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が 1名 を超えて含まれ、又は

当該役員並びにそ
`循

己偶者及び3親等以内動 報 :員
`呼

鵠その3分の12提こえて含まれることになってはなりませ

れ

4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができません。

(職務)

第 14条 理事長及び副理事長は、この法人を代表し、その業務を総理します。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理朝ミがあらかじ跡酵 iした

順序によつて、その職務を代行します。

3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行します。
4.監薯ま、次に掲げる職務を行います。

(1)理事の業務執行の状況を監査|すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3〉 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実があることを発見した場合にlよ これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求

すること。

(1任期等)

第15条 役員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。

2.前項の規定に力功わヽらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでそ

の任期を仲長します。 (ただし、理事会で選任した場合を除く。)

3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。

4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就1任するまでは、その職務を行わなければなりません。

(欠員補充)

第 16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたとき|よ 遅滞なくこれを補充しな|力uずなり

ません。

僻 0
第 17条 役員が次の各号の一に該当するに至つたときlム 総会の議決により、これを解任することができます。この

場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけれまなりません。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

〈常曰呼等)

第 18条 役員lよ その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができます。

2.役員には その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。

3.前 2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長力拐りに定めます。

職 勲

第 19条 この法人に、事務局長その他の職員を置きます。

2.職員は、理事長が仕免します。



第5章 総会

(春重男ID

第

“

条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とします。

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成します。

(総会の潟酪D
第 22条 総会は、以下の事頃について議決します。

(1)定款の変更

(2)解散

③ イ劉井

④ 事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役:員の選任又は解任

(7)その他この法人の存立基盤に関わる事項

尚、総会開催日以前の年度予算の執行、事業計画の細部の変更、入会金及び、年会費または相当額の寄付の額、借入
金、事務局の組緻および運営その他この法人の事業の遂行に係わる詳細な事項については理事会にその決定と運営を
コヨ壬しまり1。

(刷印D
第8条 通常総会は、毎事業年度1回開催します。

2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

③ 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第2条 総会は、第3条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集します。
2.理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から∞ 日以内に臨時総会

を招集しなければなりません。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または葡m的方法をもって、少な

くとも5日前までに通知しなければなりません。

(議長)

第5条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から理事長が指名します。

(定足数)

第 26条 総会は、正会員総数の2分の 1以上の出席がなけオu画調会することができません。

儀 厠

第 27条 総会における議決事項lよ 第Z条第3項の規定によつてあらかじめ通知した事項とします。

2.総会の議事は、この定款に規定するもののほ力、 出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによります。

(表決権等)

第 28条 各正会員の表決権は、平等なるものとします。

2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方

法をもって表決し、又は他の正会員をほ として表決を委任することができます。



3.前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第2条第1項第2号及び第44条の適用につい
ては、総会に出席したものとみなします|。

4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員!よ その議事の議決に加わることができません。

GttQ
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれまなりません。

(1) 日眸寺::及毛N唄輌斤

(2)正会員総数及び出席者数 (書面または葡閥釣方法による表決者又は表決委任者がある場合にあって|ょ その数
をけ ること。)

(3)審議事項

(4〉 議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければなりません。

第6章 理事会

(理事会の杓カ

第∞条 理事会は、理事をもって構成します。

(権能)

第31条 理事会!ま この定款で定めるもののほ力、次の事項を議決します。
(1)総会lこトナ謝 べき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)総会から委任をうけた事項の議決と執行

(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開輌勤

第 2条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。

(1)理事長が必要と認めたとき。

② 理事総数の5分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第 14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招菊

第器条 理事会lよ 理事長が招集する。
2.理事長は、第32条第2号及び第 3号の規定による請求があったときは、その日からЮ 日以内に理事会を招集し
なけれぎなりません。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少
なくとも3日前までに通知しなければなりません。

(理事会の議長)

第γ条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名した理事がこれに当たります。

(理事会の議知

第

“

条 理事会における議決事項は、第 33条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(理事会の表決権等)

第 36条 各理事の表決権は、平等なるものとします。

2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電憾拍勺方
法をもって表決することができます。



3.前項の規定により表決した理事は、第5条第2項及び第37条第 1項第2号の適用については、理事会に出席し

たものとみなします。

4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができません。

(理事会の議事①

第37条 理事会の議事については 次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。

(1) 日時::みをこヽ月日所

(2〉  理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面または電閾的方法による表決者にあつては、その旨を付記するこ

と。)

(3〉 審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5〉 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録に|よ 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければなりません。

第7章 資産及び会計

(資産の1詢ガ

第田条 この法人の資産lよ 次の各号に抑ずるものをもって構成します。

(1〉 設立の時の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)署訂寸‐4b早:

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の1罰D
第
"条

 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長力溺llに定めます。

(会計の願 :0

第4条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとします。

(事業計画及び予算)

第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算lよ 理事長が作成し、総会の議決を経なければなりません。

(事業報告及び決算)

第 42条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及雌 目録等の決算に関する書類lよ 毎事業年度終了

後、速||やめヽ こ、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけれまなりませ′仏
2.決算上飛除金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。

停業年度)

第3条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり翌年3月 31日 に終わります。

第8章 定款の変更、解散及び合併

碇敷の変:動

第

“

条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、

かつ、法第 25条第3項に規定する事項については、所轄1庁の認証を得なければなりま・せん。

2.この法人の定款を変更 (前項の規定により所輻庁の認証を得なければならない事項を除く。)したとき:ま 所轄庁

に届け出なけ才uまならない。



解詢

第6条 この法人は、次に掲げる事由により解散します。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営和活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6〉 所轄庁による設立の認証の取消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれまなりません。

3.1第 1項第2号の事由により解散す
‐
るときは、所轄|1庁の認1定を得なければなりません。

り除動産の帰属)

第46条 この法人が解散 (合併又は破産調 始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条

第3項に掲げる者のうち、総会で議決した他の特定非営

"括
働法人に譲渡するものとします。

(合併)

第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の

認証を得なlカリまなりません。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に蹄 して行います。ただし、法第囲条

の2第 1項に規定する掏借対照表の公告については、この法人のホームベージにおいて行います。

第10章 雑則

G咽貝0
第0条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めます。

附 則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行します。

2.この法人の設立当初の役員lよ 次に掲げる者とします。

理事長

訓 里事長

同

同

』諄

同

同

同

同

同

同

同

同

同

博

卸

脩

維

癖

肇

魏

馨

『

蘭

軸

議

隆

椰

川

川

馬

藤

田
岡

井

本

村

田

戸

田

川

部

二
大

中

遠

山
梶

福

辻

奥

濱

水

濱

長

田



同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

酬

膨

際

精

周

劃

に

利

離

武

』

確

田

田

田

峙

藤

倉

田

川

本

田

木

藤

藤

西

永

澤

伊

鎌

楠

小

宮

櫻

塗

伊

正

俊 行

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項の規定に力■わヽらず、成立の日から
"10年

5月 31日 まで

としますi。

4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に力勁わヽらず、設立総会の定めるところによるも

のとします。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定に力功わヽらず、成立の日から2αp年 3月 31日 までとします。

英 治

多

嶋

林

本

渡

事監

同

同

附 則

この定款は、

この定款は、

この定款は、

この定款は、

テフ
:Fll野

|′
=:ヨ

`た

)月1]「讀I:4`:、   |'Iこ ,5'こ

所轄庁の認証後、平成

所轄庁の認証後、令和

所轄庁の認証後、令和

26日から施行します。

20日 から施行します。

28日 から施行します。

日から施行します。

29年
30年
3年

年

7月

8月

7月

月



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

令和 7年度 事 業 計 画 書

令和 7年  4月  1日 から 令和 8年  3月  31日 まで

特定非営利活動法人 日本アマチュア演奏家協会

1 事業実施の方針
設立50周年イベントを終えて、次の時代への事業展望にあたり、原点に立ち返つて会員情報検索システム

の開発、および会員獲得の方策検討を事業の柱として推進します。対外イベントとしては、クラウドファン
ディングによる「プロ演奏家と室内合奏プレイイン」にて引き続き、会員の合奏機会の提供に加え、一般愛
好家との交流の拡大に取り組む。

2 特定非営利事業の実施に関する事項 (事業費の総費用 【3811】 千円 )

定款に記載
された
事業名

事 業 内 容 実 施
日 時

実 施

場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人   数

事業費の

金額

(千 円)

(1)ア マ チ ュア
演奏 家 お よび
愛好 家 の間 で
の ア ンサ ンブ
ル を盛 んにす
るための事 業

・地域毎、ジャンル毎、

楽器毎など様々な形での

アンサンブル例会・発表

会開催の支援

・室内楽合宿
・会報発行

年間 300回 以

上

・合宿 9月
・4,6,9,12月

首都 圏、関

西 、名 古屋

他の各地

・掛川市
・事務局

有 志 の

幹事多数

3名

事務局

・ アマチ ュア演

奏家及 び愛好家

演奏者延べ 5000

名強、来聴者約

900名
・参加者 70名
・会報 3600部/年

(

1920

(2)ア マチュア
志 の
か る
、プ
シ ョ
家 と
海 外
交流
るア
フレ ι/

上 を

演
連
と
ロ

ナ
の

組
な
ン
ベ

支

奏家同
携 をは
ともに
フエ ッ
ル 演 奏
交流 、
織 との
どに よ
サ ンブ
ル の向
援する事業

・プロ演奏家 との室内

楽プレイ・イン

・国際室内楽音楽祭

・他 予備費

2025/5/24～隔
月開催

2026年 3月

東京都

東京・熱海

委員 9名

委員 3名

アマチュア演奏

家と愛好家200名

677

(3)ア ウトリー

チプ ログラム

事業

・活動グループ支援 適 宜 各 地 会員有志 一般市 民数百人
(事業 (1)に含む) 0

(4)ア マチュア

演奏 家 間 のネ

ッ トワー クの

拡 大 充実 の た
めの事業

ホームページの維持

・ホームページによる会

員情報検索システム開発

適宜 Web_1■ 担当 5名 Feb閲覧者
年間 20000ア クセ
ス以上

700

(5)ア マチュア

演 奏家 に利 用
し易 く且 つ 安

価 な合奏 室 を

提供する事業

・所有する合奏室 (新宿

区歌舞伎町)を安価な合

奏室として一般に提供す

る事業

R07/4～R08/3 新宿区
歌舞伎町

担 当 3名 アマチュア演奏

家および愛好家
利用 300回 利用

者延べ 1200名

514



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 8年度 事 業 計 画 書

令和 8年 4月  1日 から 令和 9年  3月  31日 まで

特定非営利活動法人 日本アマチュア演奏家協会

1 事業実施の方針
原点に立ち返つて、会員の活動情報管理システムの稼働、および会員獲得の方策検討を事業の柱として推

進します。対外イベントとしては、クラウドファンディングによる「プロ演奏家と室内合奏プレイイン」に
て引き続き、会員の合奏機会の提供に加え、一般愛好家との交流の拡大に取り組む。

2 特定非営利事業の実施に関する事項 (事業費の総費用 【3491】 千円 )

定款に記載
された
事業名

事 業 内 容 実 施

日 時

実 施

場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人   数

事業費の

金額

(千円)

(1)ア マチ ュア
演奏 家 お よび
愛好 家 の 間で
のア ンサ ンブ
ル を盛んにす
るための事 業

・地域毎、ジャンル毎、

楽器毎など様々な形での

アンサ ンブル例会・発表

会開催の支援

・室内楽合宿
・会報発行

年間 300回 以

上

・合宿 9月
・4,6,9,12月

首都 圏、 関

西 、名 古屋

他の各地

・掛川市
・事務局

有 志 の

幹事多数

3名

事務局

・ アマチ ュア演

奏家及び愛好家

演奏者延べ 5000

名強、来聴者約

900名
・参加者 70名
・会報 3600部/年

1750

(2)ア マチュア
演奏家同志の
連携 をはか る
とともに、プ
ロフエ ッシ ョ
ナル演奏家 と
の交流、海外
組織 との交流
な どによるア
ンサ ンブル レ
ベルの向上 を
支援する事業

・ プ ロ演奏家 との室内

楽プレイ・イン

・国際室内楽音楽祭

。他 予備費

2026/5～ 隔 月

開催

2027年 3月

東京都

東京・熱海

委員 9名

委員 3名

アマチ ュア演奏

家と愛好家200名

677

(3)ア ウ トリー

チプログラム

事業

・活動グループ支援 適 宜 各 地 会員有志 一般 而 民数 百人
(事業 (1)に含む ) 0

(4)ア マチュア

演 奏 家 間 のネ

ッ トワー クの

拡 大充 実 のた

めの事業

・ホームページの維持

・会員情報検索システム

稼働

適宜 web_11 担当 5名 Web閲覧者
年間20000ア クセ
ス以上

550

(5)ア マチュア

演 奏家 に利 用
し易 く■ つ安

価 な合奏 室 を

提供する事業

・所有する合奏室 (新宿

区歌舞伎町)を安価な合

奏室 として一般に提供す

る事業

R08/4～R09/3 新宿区
歌舞伎町

担 当 3名 アマチュア演奏
家および愛好家
利用 300回 利用

者延べ 1200名

514



式 9 10 25条関係 )

7 予
令和 7年  4月  1日 から 令和 8年  3月  31日 まで

特定非 活動法人 日本アマチュア

科 目 (単 位金 額 円  )

1,200,000

1,300,000

100,000 2,600,000

800,000 800,000

650,000

160,000

500,000 1,310,000

20,000 20,000

0

380,000

210,000

200,000

150,000

700,000

680,000

360,000

70,000

77,000

0

16,000

42,000

269,000

66,000

0

590,000 3,810,000

0

500,000

0

100,000

50,000

10,000

120,000

0

40,000

4,000

11,000

67,000

17,000

0 919,000

4 730 000

4 729 000

費〈
〓

員

費

会

費

会

助

金

費

会

員

賛

附

益

益

会

員

会

・
寄

収

鞭
効
吟
強
酢
動
諜

経

１
　
　
　
　
２

３

事業 1収益

事業 2収益

事業 5収益
4その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用

1 事業費
人件費

諸謝金

業務委託費
活動支援費

ネットワーク費

会場費

印刷費

発送費

旅費交通費

手数料

通信事務費

保険料

租税公課
マンション管理費

債券維持費

減価償却費

雑費
2 管理費

人件費

業務委託費

会場費

印刷費

旅費交通費

消耗備品費
通信事務費
手数料
PC使用料

保険料

租税公課
マン′ョン管理費

債券維持費

雑費
経常費用計

当期経常増減額 1,000

3経常外損益

過年度損益修正益
法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

1,000

4,900,814

4、 901.814次期繰越正味財産額

〓
一



令和 7年度 事業別損益 予算

(単位 :千 円)

科 目

事業 1(アンサ″・ル盛んに
する事業)

事業 2(アンサンデル向上
支援事業) 事業 3

(アウトリー

チ支援
事業)

事業 4
(ネ ッ
トワー

ク拡大
事業 )

事業 5(合奏
室提供事業)

事業部門
計

管理部門 合計 説 明

例会支
援

会報&

案内他

つま恋
合宿

プロと
室内楽
Play―

国際室
内楽音
楽祭

予備

I 経常収益

1 受取会費

2 受取寄付金

3 事業収益

.、 アンサンデルを盛んにす
・′る事業

_、 アオンプルヘ・ル向上支
∠′援事葉

3)合奏室提供事業

4 その他収益

650

550

160 0

500

0

550

0

650

160

500

0

2,600

250

20

2,600

800

650

160

500

20

会費納入650名

合宿70名

Play―i毎回25名

記念誌送料他

経常収益計 650 710 500 1,860 2,870 4,730

Ⅱ 経常費用

諸謝金

業務委託費

ネ外ワーク費

活動支援費

会場費

印刷費

発送費

旅費交通費

手数料

PC使用料

通信事務費

消耗備品費

保険料

租税公課

減価償却費

マンション管理費

債券維持費

雑費 (予備費)

150

50

40

680

360

100

500

20

20

280

200

0

77

20

50

0

0

50

50

150

500

120

16

42

0

269

66

380

210

150

200

700

680

360

70

77

0

0

0

16

42

0

269

66

590

500

100

50

40

120

10

4

11

0

67

17

380

710

150

200

700

780

360

120

77

40

120

10

m

53

0

336

83

590

会報400名 澪200

会報発送90x4

囮 名絆雷理開発500

経常費用計 200 1,080 640 577 50 50 700 513 3,810 919 4,729

当期経常増減額 ‐200 ‐1,080 10 133 ‐50 ‐50 -700 ‐13 ‐1,950 1,951



書式第 9号 (法 10条・ 25 係

8 予
令和 8年  4月 1日 から 令和 9年  3月  31日 まで

特定非営利活動法人日本アマチュア演
科 目 (単 位金 額 円  )

1,200,000

1,300,000

100,000 2,600,000

550,000 550,000

650,000

160,000

500,000 1,310,000

969,000

3 490 000

0

410,000

210,000

200,000

200,000

700,000

480,000

360,000

70,000

77,000

0

16,000

42,000

269,000

66,000

0

0

550,000

0

100,000

50,000

10,000

120,000
0

40,000

4,000

11,000

67,000

17,000

0

390 000

460 000

4 459 000

I 経常収益
1受取会費

正会員会費

登録会員会費
団体・賛助会員会費

2受取寄附金

3事業収益

事業 1収益

事業 2収益

事業 5収益
4その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用

1 事業費

人件費

諸謝金

業務委託費
活動支援費

ネットワークi饉

会場費

印刷費

発送費

旅費交通費

手数料

通信事務費

保険料

租税公課
マンション管理費

債券維持費

減価償却費

雑費
2 管理費

人件費

業務委託費

会場費

印刷費

旅費交通費

消耗備品費

通信事務費

手数料
PC使用料

保険料

租税公課
マンション管理費

債券維持費

雑費
経常費用計

当期経常増減額 1,000

3経常外損益

過年度損益修正益
法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

1,000

4,901,814

4.902.814次期繰越正味財産額



令和 8年度 事業別損益 予算

(単位 :千円)

事業 1(アンサンフ
・ル盛んに

する事業)

事業 2(アンサンアル向上
支援事業)

科 日

例会支
援

会報&

案内他

つま恋
合宿

プロと
室内楽
Play―

国際室
内楽音
楽祭

予備

事業 3

(アウトリー

チ支援
事業)

事業4
(ネ ッ
トワー
ク拡大
事業)

事業 5(合
奏室提供事

業)

事業部門

計
管理部門 合 計 説 明

I 経常収益

1 受取会費

2 受取寄付金

3 事業収益

.、 アンシプルを盛んにす
・′る事業

^、
アンサンデルヘ

'向
上支

∠′援事業

3)合奏室提供事業

4 その他収益

650

300

160

500

0

300

0

650

160

500

0

2,600

250

650

160

500

0

2,600

550

会費納入650名

クラファン300千 円

合宿 70名

Play‐■毎回25名

経常収益計 650 460 500 1,610 2,850 4,460

Ⅱ 経常費用

諸謝金

業務委託費

ネットワーク曇攣

活動支援費

会場費

印刷費

発送費

旅費交通費

手数料

PC使用料

通信事務費

消耗備品費

保険料

租税公課

減価償却費

マンション管理費

債券維持費

雑費 (予備費 )

150

50

480

360

40

130

500

つ

´

20

280

＾
Ｕ

77

20

50

50

200

300

120

16

42

0

269

66

410

210

200

200

700

480

360

70

77

0

0

0

16

42

0

269

66

390

40

120

10

4

11

0

67

17

550

100

50

410

760

200

200

700

580

360

120

77

40

120

10

20

53

0

336

83

390

=葛
局貝フルタイム

サーバ代+50

会報400

会報発送90x4

HP名 ●T量Ⅲ持300

経常費用計 200 880 670 577 50 50 550 513 3,490 969 4,459

当期経常増減額 200 ‐880 20 ■17 ‐50 ‐50 -13‐550 田Π廻 □回 □■匡回■回回


